
さいたま市事業再構築補助金効果向上補助金交付要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、国の中小企業等事業再構築促進事業（「事業再構築補助金」

という。）の交付を受けた者に対して、さいたま市事業再構築補助金効果向上補

助金（以下「向上補助金」という。）を交付することで、同事業の効果を促進

し、市内中小企業者の生産性の更なる向上を図ることを目的とする。 

（対象事業者） 

第２条 向上補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者と

する。 

⑴ 法人にあっては、令和４年４月１日時点及び向上補助金交付申請日において

市内に本店等の登記をしていること。 

⑵ 個人にあっては、令和４年４月１日時点及び向上補助金交付申請日において

住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）の規定による市の住民基本台帳の

記録の届出をしており、かつ、市内に事業所を有していること。 

⑶ 事業再構築補助金の交付対象者であること。 

⑷ 市税を滞納していないこと。 

⑸ 過去に同一事業で向上補助金の交付を受けていないこと。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、向上補助金の交付の対象としな

い。 

⑴ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号。次号において「法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。

以下同じ。） 

⑵ 暴力団員（法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

⑶ 暴力団員でなくなってから５年を経過していない者 

⑷ 暴力団関係企業（暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成

員若しくは元暴力団員が実質的に経営する企業であって暴力団に資金提供を行

うなど暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し、若しくは関与するもの又

は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に

協力している企業をいう。） 

⑸ 総会屋等（総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不

法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。） 

⑹ 社会運動等標ぼうゴロ（社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうし

て、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安

全に脅威を与える者をいう。） 

⑺ 第１号から前号までに掲げる者に準ずる者 

（補助金の額） 

第３条 向上補助金の額は、次の各号の事業再構築補助金の申請枠に応じ、当該各

号に掲げる額とする。 



⑴ 通常枠／緊急事態宣言特別枠／最低賃金枠／回復･再生応援枠 

 上限２００万円 

⑵ 卒業枠／グローバルＶ字回復枠／大規模賃金引上枠／グリーン成長枠 

 ５００万円 

２ 前項第 1 号で規定する補助金の額は、次に掲げる計算式により得た額とし、そ

の額に千円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。 
   

 
（ Ａ－Ｂ ）× 

１ 
＝向上補助金の額 

 ２ 
   

 Ａ＝国の補助金の補助対象経費合計額 

Ｂ＝国の補助金の交付確定額 
  
（交付申請） 

第４条 向上補助金を受けようとする者は、理事長が別に定める日までに、さいた

ま市事業再構築補助金効果向上補助金交付申請書（様式第１号）に加点状況確認

書（様式第２号）及び次に掲げる書類を添えて、理事長に申請するものとする。 

⑴ 法人にあっては市内に本店等の登記をしていることを証する書類 

⑵ 個人にあっては市の住民基本台帳の記録の届出をしていることを証する書類

及び市内に事業所を有することを証する書類 

⑶ 市税が納付されていることを証する書類 

⑷ 事業再構築補助金の補助金確定通知書（ただし、理事長が別に定める日にお

いて補助金確定通知書が到達していない場合は、交付決定通知及び実績額がわ

かる事業実績報告書及び実績報告書を申請完了したことがわかる jGrants 画面

のハードコピー） 

（交付決定） 

第５条 理事長は、前条の申請があったときは、その内容を審査したうえで、補助

金の交付の可否を決定し、さいたま市事業再構築補助金効果向上補助金交付決定

通知書（様式第３号）により、当該申請をした者に通知するものとする。 

２ 理事長は、前項の規定により向上補助金を交付することとした場合には、当該

交付決定後速やかに向上補助金を交付するものとする。 

（交付決定の方法） 

第６条 理事長は、前条第１項の交付決定に際し、別表の得点の合計が高かった者

から順に、別に定める金額に達するまで交付の決定を行うものとする。 

２ 理事長は、前項の金額に達した際の次順位の者に対して、補助金額を案分して

交付決定をすることができる。 

３ 前項の案分による交付決定額は、次に掲げる計算式により得た額とし、その額

が千円に満たない場合は交付決定を行わず、その額に千円未満の端数が生じた場

合はこれを切り捨てるものとする。 

 
    



 
（Ａ－Ｂ）× 

Ｃ 
＝次順位の者の交付決定額 

 

 Ｄ  
    

 Ａ＝第１項の別に定める金額 

Ｂ＝第１項の交付決定額の総額 

Ｃ＝次順位のうちの一の者について第３条の規定により得た額 

Ｄ＝次順位の全ての者について第３条の規定により得た額の総額 

 

   
（不交付決定者の取扱い） 

第７条 別に定める金額に達したことを理由に不交付の決定を受けた者について 

は、令和５年３月３１日までの期間に別に実施する向上補助金に限り、当該促進 

補助金の第５条の申請を行った者とみなす。 

２ 前項の規定が適用される者については、第５条で定める資料の提出を省力する 

ものとする。 

３ 第１項の規定が適用される者については、前条に規定する方法により改めて交 

付決定の手続きを行うものとする。 

（交付決定の取消し） 

第８条 理事長は、交付対象事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付

決定の全部又は一部を取り消し、期限を定めて当該取消しに係る部分の向上補助

金の返還を命じることができる。 

⑴ 虚偽の申請その他不正行為により、向上補助金の交付を受けたとき。 

⑵ 法令違反又は社会的信用を著しく損なう行為をしたとき。 

⑶ 市税を滞納したとき。 

⑷ 事業再構築補助金の交付決定が取り消されたとき。 

⑸ 事業再構築補助金の交付確定額が変更されたとき。 

（調査等） 

第９条 理事長は、向上補助金の交付を行った日から５年を経過するまでの間、交

付対象事業者に対して調査を行い、又は報告を求めることができる。 

２ 理事長は、第４条第４号ただし書きの申請による交付決定を行った者に対し、

事業再構築補助金の補助金確定通知書の提出を求めることができる。 

（その他） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和３年５月６日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和４年６月２４日から施行する。 

 



別表（第６条関係） 

交付決定にあたっては、卒業枠／グローバルＶ字回復枠／大規模賃金引上枠／グ

リーン成長枠を優先採択し、通常枠／緊急事態宣言特別枠／最低賃金枠／回復･再

生応援枠については、下記の加点項目を適用する。 

加点については、向上補助金交付申請日時点で、確認できるものに限る。 

加点項目 確認（添付）書類 加点数 

生産性加点 事業計画書の収益計画等 付加価値額３％以上～

５％以下…１点、５％超～

７％以下…２点、７％超～

９％以下…３点、９％超～

１１％以下…４点、１１％

超～１３％以下…５点、 

１３％超～１５％以下…

６点、１５％超…７点 

緊急事態宣言影響加点 

（2021年 1～3月のいずれ

かの月の売上高が前年又

は前々年の同月比で 30％

以上減少） 

確定申告書別表一の控え

等国の事業再構築補助金

公募要領に定める減少証

明に準じる 

１点 

回復･再生応援枠加点 

（2021 年 10 月以降のい

ずれかの月の売上高が対 

2020 年又は 2019 年同 

月比で 30％以上減少して

いること） 

（中小企業活性化協議会

等から支援を受け再生計

画等を策定していること） 

回復・再生枠で申請したこ

とがわかる書類 

１点 

最低賃金枠加点 

 

 １点 

さいたま市リーディング

エッジ認証企業加点 

さいたま市リーディング

エッジ企業認証書等 

（省略可） 

３点 

さいたま市ＳＤＧｓ認証

企業加点 

さいたま市ＳＤＧｓ企業

認証書（省略可） 

３点 

公益財団法人さいたま市

産業創造財団の認定経営

革新等支援機関加点 

公益財団法人さいたま市

産業創造財団が発行した

認定経営革新等支援機関

３点 



による確認書（省略可） 

事業計画検討加点 

（公益財団法人さいたま

市産業創造財団によるデ

ザイン思考セミナー等、事

業計画策定前のセミナー

を受講した場合に加点） 

理事長が別に定める事業

計画策定前のデザイン思

考セミナー等を受講した

ことがわかるもの。（省略

可） 

３点 

 



様式第１号（第４条関係） 

年  月  日 

（宛先）公益財団法人さいたま市産業創造財団 理事長 

法人名又は 

商号名称 

 

代表者氏名                     印 

所在地 

又は住所 

 

担当者名 
 

電話番号 
 

さいたま市事業再構築補助金効果向上補助金交付申請書 

さいたま市事業再構築補助金効果向上補助金の交付を受けたいので、次のとおり申請します。 

１ 事業再構築補助金の申請内容 

事業再構築 

補助金の申請枠 

通常枠 緊急事態宣言枠 最低賃金枠 回復･再生応援枠 

卒業枠 
グローバル 
V字回復枠 

大規模賃金 
引上枠 

グリーン成長枠 

補助対象経費 

の総額（税抜） 
        円 

確定した国の 

補助金の額 
        円 

注）「事業再構築補助金の申請枠」には、該当するものをマルで囲んでください。 

２ 事業再構築補助金効果向上補助金の振込先口座情報 

ゆうちょ銀行 

通帳記号  通帳番号 

１    ０ －         

その他の 

金融機関 

金融機関名 支店名 

  

預金種目 口座番号 

普通・当座        

（フリガナ） 

口座名義人 

 

 

（注）次の書類（写し可）を必ず添付してください。 

・申請した事業計画書の写し 

・事業再構築補助金の補助金確定通知書 

 （申請期限までに国へ「事業実績報告書」を提出し、補助金確定通知書が未着の場合には、「国の

交付決定通知書」及び「事業実績報告書（補助対象経費等が記載のもの）」をもって代えることが可

能。実績報告書を申請完了したことがわかる jGrants 画面のハードコピーも添付） 

・振込先口座通帳の写し 

・法人:①履歴事項全部証明書、②法人市民税の納税証明書 

・個人:①住民票、②確定申告書など市内に事業所がわかる書類、③市民税納税証明書 



様式第２号（第４条関係） 

加点状況確認書 

法人名又は 

商号名称 

 

代表者氏名 
 

 

事業再構築補助金効果向上補助金 

加点項目 確認書類（この書類に貼付して提出） 
ﾁｪｯｸ 

生産性加点 事業計画書の収益計画等の写し  

緊急事態宣言影響加点 確定申告書別表一の控え等国の事業再構築補助金公

募要領に定める減少証明に準じる（jGrants ログイ

ン画面のハードコピー等でその区分がわかる場合は

代替可能） 

 

回復･再生応援枠加点 回復・再生応援枠で申請したことがわかる書類 

（jGrants ログイン画面のハードコピー等） 

 

 

最低賃金枠加点 最低賃金枠で国の事業再構築補助金に採択されたこ

とがわかる書類（jGrants ログイン画面のハードコ

ピー等） 

 

さいたま市リーディン

グエッジ認証企業加点 

さいたま市リーディングエッジ企業認証書等の写し 

（省略可） 

 

さいたま市ＳＤＧｓ認

証企業加点 

さいたま市ＳＤＧｓ企業認証書（省略可）  

公益財団法人さいたま

市産業創造財団の認定

経営革新等支援機関加

点 

公益財団法人さいたま市産業創造財団が発行した認

定経営革新等支援機関による確認書写し（省略可） 

 

事業計画検討加点 

 

理事長が別に定める事業計画策定前のデザイン思考

セミナー等を受講したことがわかるもの。（省略可） 

 

 
 

注）該当する加点項目のチェック欄にマルを記入し、確認書類を添付してください。 

 

 



様式第３号（第５条関係） 

令 和  年  月  日 

«申請企業» 

«代表者» 

公益財団法人さいたま市産業創造財団 

理事長  中村 雅範     

さいたま市事業再構築補助金効果向上補助金交付決定通知書 

   令和４年«日付»付けで申請のありました、公益財団法人さいたま市産業創造財団事業再構築 

補助金効果向 上補助金について、次のとおり決定しましたので通知します。 

 

交付決定 交 付・不交付 

国の補助対象経費 

（税抜） 
 円 

国の補助金交付額  円 

自己負担額   円 

向上補助金 

交付決定額 
   円 

不交付の場合の理由  

※１ 申請多数の場合、同順位の申請者に交付額を案分したために「交付決定額」が「国の補助金から計

算した補助金の額」より少なくなっている場合があります。 

※２ 交付決定額は、【（国の補助対象経費－国の補助額）＝自己負担額× 補助率（ 1/2 ）】によって算

出された額から千円未満の端数を切り捨てた額となります。 

 

【連絡先】 

（公財）さいたま市産業創造財団 事業企画課 

電 話 ０４８（８５１）６６５２ 

ＦＡＸ ０４８（８５１）６６５３ 

メ ー ル 
アドレス saikouchiku@sozo-saitama.or.jp 

 


